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令和５年の各取組等に対する総括

安全プランで示された重点施策に沿って計画的かつ継続的に実施。
（以下、特徴的な取り組みを例示）
・県旅行界に協力を求め、貸切、高速バス利用者に対するシートベルト着用の徹底を図る。（愛知県バス協会）
・運転者確保の取組の一環として「バス運転体験会＆会社説明会」及び就職相談会を実施。（静岡県バス協会）
・７月～１２月の６ヶ月間で「無事故無違反コンテスト」を実施した。参加者は、過去最高の６８４名となった。（岐阜県タクシー協会）
・協会けんぽと連携して、健康診断所見の提供によるアドバイスを実施した。（福井県タクシー協会）
・最新の安全装置に関する情報やトラック業界が抱える課題解決に向けたソリューション情報について提供することを目的とした
「安全環境製品展示会」を開催。（愛知県トラック協会）
・物流ＤＸに関するセミナーを行うとともに、機器紹介により、車両の動態管理や配車計画システム、予約受付システムを紹介し、
配送ルートの最適化や、荷待ち時間等の縮減などの取り組みを確認した。（三重県トラック協会）

事故防止の取組に対する関係者の理解を深めるため、講演資料を作成・展開。
運転者に直接必要な情報をわかりやすく・継続的に周知するため事故防止ステッカー配布周知。
好事例の発掘・不適切な事案の十分な横展開のさらなる充実を検討。

事故等発生状況

関係団体の取組

行政の取組（Mission１st運動）

中部ブロックでは、全業態の人身事故件数が令和４年から増加。
個別目標事故は、貸切バスの乗客負傷事故が増加、それ以外は減少。
健康起因事故が大幅に増加。
飲酒運転・事故は依然としてトラックで発生。

１．今後の取組みについて

今後も事故件数の削減を継続していくためには、質の高い情報をしっかりと
発信し続けることが重要
また、情報通信技術（ICT）や先進的な技術の活用による安全対策の向上も
期待される。
これらを踏まえ、今後も以下のような取組を推進していく。

講習会、セミナー等を通じた事業者への積極的な情報発信
安全教育・事故防止に関するマニュアル等の周知、活用促進
運転者へ直に届くようなコンテンツの作成、展開
ICTを活用した先進的なシステム等に係る活用好事例の情報収集・展開
重大事故・飲酒運転事案等についての情報収取や注意喚起
先進安全自動車（ASV）や運行管理の高度化機器等の導入推進

事故削減を継続していくための取組

１．今後の取組みについて
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①情報の「受信者」の明確化
②情報の「質」の向上
③情報の「発信力」の向上



関係団体が実施する事故防止に関する講習会、セミナー等を通じて事業者
への積極的な情報発信を継続
安全教育・事故防止に関するマニュアルやガイドラインの周知、活用促進

講習会、セミナー等を通じた事業者への積極的な情報発信
安全教育・事故防止に関するマニュアル等の周知、活用促進

１．今後の取組みについて

「自動車運送事業者における飲酒運転防止マニュアル」令和６年３月策定

公表している講演資料のテーマ・内容の精査
→適切適宜なテーマの選定、重要なテーマは繰り返し実施
運転者に直接メッセージが届くよう目に届きやすいトイレステッカーの作成
・令和４年度「飲酒習慣啓発」
・令和５年度「車間距離維持啓発」
・令和６年度「交差点２段階停止啓発」※確実な車両停止と周囲確認の啓発
・令和７年度「後退時確認徹底啓発」 【ステッカーのテーマ（１年ごとに１種）】

運転者へ直に届くようなコンテンツの作成、展開（トイレステッカー）

１．今後の取組みについて

令和６年度 ステッカー案
テーマ：交差点２段階停止啓発

ポイント

一時停止での適切かつ
確実な停止の励行
交差点へは徐行進入し、
再度停止することによ
り、他車（者）の確実
な認識が可能となり、
交差点内の事故削減に
つながることを認識さ
せる
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事故の発生状況等から運転者に伝えるべきことを検討し、営業所内での掲示を
目的としてリーフレットを作成、公表

運転者へ直に届くようなコンテンツの作成、展開（リーフレット）

１．今後の取組みについて

令和５年度
飲酒運転防止リーフレット

令和６年度
タクシー事故防止リーフレット

令和６年度
交差点２段階停止周知リーフレット（案）

事業者向け講演資料を四半期ごとにテーマを変え、作成・公表

運転者へ直に届くようなコンテンツの作成、展開（講演資料）

１．今後の取組みについて

４月から６月：自動車運送事業者における視野障害対策

○令和６年の講演資料

７月から９月：ながら運転の防止
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今後の講演資料の予定

１０月から１２月：交差点２段階停止（トイレステッカーに合わせた内容）
１月から ３月：健康起因に関する内容（健康起因事故増加を踏まえ）



１．今後の取組みについて

事故防止の取組や、遠隔点呼等ICTを活用した先進的なシステムを安全管理に取
り入れている事業者に対する調査を実施し、効果や課題点等も含め展開
（好事例の発掘）
重大事故・飲酒運転事案等の不適切な事案について、特別監査に同行し、
原因究明・再発防止の視点で調査を実施、注意喚起とともに展開

ICTを活用した先進的なシステム等に係る活用好事例の情報収集・展開
重大事故・飲酒運転事案等についての情報収取や注意喚起

事業用自動車事故調査委員会により公表された自動車事故調査報告書

１．今後の取組みについて

先進安全自動車（ASV)や過労運転防止に資する機器等の導入により事故削減に繋げる
ため、自動車運送事業者に対し事故防止対策推進事業（補助金）の活用について、講
習会等の機会を捉え周知

ASVや運行管理の高度化機器等の導入推進

事故防止支援推進事業について、令和６年度は、大幅
に増額した令和５年度の予算額水準を維持（R5：1.334百
万→R6：1.329百万）。
また、令和６年度は補助金の執行事務をTOPPAN（株）
に委託するととなった。
URL:https://hogo-zoushin.jp/

【補助事業の概要】
Ⅰー１ 先進安全自動車（ASV）の導入に対する支援
Ⅰー２ 運行管理の高度化に対する支援
Ⅰー３ 過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
Ⅰー４ 社内安全教育の実施に対する支援

■申請受付期間
令和６年７月３０日（火）１０：００～

令和７年１月３１日（金）１７：００
※先着順（予算がなくなり次第終了）

令和６年９月８日時点の予算消化率：１９％

被害者保護増進補助金HP 申請の手引きから抜粋 4



事故防止対策支援推進事業（令和６年度)
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次期
最重点施策
設定

トイレステッカー（第３弾）

令和６年 令和７年 令和８年

第３期 第４期
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トイレステッカー（第４弾）

令和3年5月（取組計画決定会議による承認後）から運用開始（計画の期間：令和7年度まで）
ＦＵ会議は令和4年度9月に開催、以後毎年9月に開催（本省から提供される事故データの提供時期が早まればＦＵ会議の前倒しを検討）
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新第１期

新たな取組

次期
最重点施策
設定

安全プラン２０２５の結果
を踏まえた新たな取り組
みの検討・実施

配布 案作成 照会 配布
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講演資料１ 講演資料２ 講演資料３ 講演資料４ 講演資料１ 講演資料２ 講演資料３ 講演資料４ 講演資料１

講演資料は
開始月の１日に発表


